
技術職員について

２業種限定の考え方

平成２０年４月の改正において、Ｚにおいて技術者の複数業種における重複カウントを

１人２業種までに限定した。２業種限定の考え方は以下のとおり。

例：１級土木施工管理技士・１級建築施工管理技士・１級電気工事施工管理技士を所有し

ている技術者の場合

改正後は改正前の評価対象となっている業種の中から任意の２つを選ぶことができる。

１つの資格の評価対象から２業種を選択（例１）してもかまわないし、２つの資格からそ

れぞれ１業種ずつ選択（例２）してもかまわない。ただし、同一業種について２つの資格

を記載しても、２つの資格に係る評価を得ることはできない。

なお、重複評価が制限されるのは、経営事項審査に係る評価であり、建設業法に基づい

て現場に設置しなければならない監理技術者等については、従来通り１人の技術者が複数

の資格をもっていれば、複数の業種で監理技術者等になれるものである。

技術者評価について

１級技術者が監理技術者資格者証を保有しており、監理技術者講習修了証を保有してい

る場合に６点評価する。

なお、改正前の２級技術者及びその他技術者が監理技術者講習修了者証を保有していて

も１点加点評価は行わない。
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